
合成樹脂製の器具又は容器包装の規格（厚生労働省告示第３７０号）

①ﾌｪﾉｰﾙ樹
脂，ﾒﾗﾐﾝ樹
脂又はﾕﾘｱ
樹脂を主成
分とするも
の

②ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞ
ﾋﾄﾞを製造
原料とす
るもの
(①を除く)

③ﾎﾟﾘ塩化
ﾋﾞﾆﾙを主
成分とす
るもの

④ﾎﾟﾘｴﾁﾚ
ﾝ・ﾎﾟﾘﾌﾟﾛ
ﾋﾟﾚﾝを主
成分とす
るもの

⑤ﾎﾟﾘｽﾁﾚﾝ
を主成分
とするも
の

⑥ﾎﾟﾘ塩化
ﾋﾞﾆﾘﾃﾞﾝを
主成分と
するもの

⑦ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
ﾃﾚﾌﾀﾚｰﾄを
主成分と
するもの

⑧ﾎﾟﾘﾒﾀｸﾘ
ﾙ酸ﾒﾁﾙを
主成分と
するもの

⑨ﾎﾟﾘｱﾐﾄﾞ
を主成分
とするも
の

⑩ﾎﾟﾘﾒﾁﾙ
ﾍﾟﾝﾃﾝを主
成分とす
るもの

⑪ﾎﾟﾘｶｰﾎﾞ
ﾈｰﾄを主成
分とする
もの

⑫ﾎﾟﾘﾋﾞﾆﾙ
ｱﾙｺｰﾙを主
成分とす
るもの

⑬ﾎﾟﾘ乳酸
を主成分
とするも
の

⑭ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ
ﾅﾌﾀﾚｰﾄを
主成分と
するもの

PVC PE・PP PS PVDC PET PMMA PA PMP PC PVA PLA PEN

Ｃｄ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ｐｂ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

2 ○

3 ○

4 ○

5 ○

6 ○

○

○

スチレン ○

エチルベンゼン ○

8 ○

9 ○

10 ○

浸出用液

1 フェノール 水 ○

2 ホルムアルデヒド 水 ○ ○

3 重金属（Pｂとして） 4％酢酸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

4％酢酸 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

20％ｴﾀﾉｰﾙ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ﾍﾌﾟﾀﾝ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

5 過マンガン酸カリウム消費量 水 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

6 アンチモン 4％酢酸 ○

7 ゲルマニウム 4％酢酸 ○ ○

8 メタクリル酸メチル 20％ｴﾀﾉｰﾙ ○

9 カプロラクタム 20％ｴﾀﾉｰﾙ ○

水 ○

4％酢酸 ○

20％ｴﾀﾉｰﾙ ○

ﾍﾌﾟﾀﾝ ○

11 総乳酸 水 ○

4項目 9項目 9項目 11項目 8項目
9項目

(※11項目）
10項目 10項目 9項目 9項目 8項目 15項目 8項目 9項目 9項目

（株）北陸環境科学研究所

項目数の合計

溶
出
試
験

4 蒸発残留物

10 ビスフェノールＡ
(ﾌｪﾉｰﾙ及びp-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙを含む)

発泡ポリスチレンの場

合※
（熱湯を用いるものに限る）

ビスフェノールＡ(ﾌｪﾉｰﾙ及びp-t-ﾌﾞﾁﾙﾌｪﾉｰﾙを含む)

ジフェニルカーボネート

バリウム

ジブチルスズ化合物

クレゾールリン酸エステル

塩化ビニル

一
般
規
格

個　　　　　　　　　　　　別　　　　　　　　　　　　規　　　　　　　　　　　　格

材
質
試
験

1 カドミウム及び鉛　　

7

揮発性物質（合計）

アミン類（トリエチルアミン及びトリブチルアミン）

塩化ビニリデン


